
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

発行物等への広告掲載のご案内及び 

広告掲載予定発行物等一覧について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪参考≫ 

 １ 社会福祉協議会（通称「社協」）は、社会福祉法第１０９条の規定に基づ

き、多くの地域住民や関係機関の協力を得ながら、社会福祉事業を行い、地

域福祉の推進を図ることを目的に活動を行う社会福祉法人(民間の団体)で

す。 

２ 広告掲載取扱要領及びホームページバナー広告掲載取扱基準については、

本会ホームページ上をご確認ください。 

http://kashiwa-shakyo.com/publics/index/169/ 
 
≪問い合わせ≫ 

 社会福祉法人柏市社会福祉協議会 総務課（担当：片平） 

〒２７７－０００５ 

柏市柏五丁目１１番８号 介護予防センターいきいきプラザ２F 

電話：０４－７１６３－９０００ 

Fax ：０４－７１６３－９３００ 



 

令和６年度発行物等への広告掲載のご案内 

 

令和５年１２月１日現在  

 

社会福祉法人柏市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）では、地域福祉の

推進を図る上で必要な財源確保の一つとして、発行物への広告掲載を有料にて行

っています。 

  

１ 広告の掲載について 

広告のサイズ及び料金等の詳細は、次の頁の「令和６年度広告掲載予定発行

物等一覧」をご覧ください。 

 

【広告掲載実施発行物等】 

タイトル 発行部数 
発行 

回数等 
発行対象等 

ホームページ 

バナー 
（４月～３月まで） 適宜公開 トップページに掲載 

地域福祉の情報紙 

紙ひこうき 
２１，５００部（予定） 年３回 

柏市民、市内高齢者

施設及び事業所等 

 

≪掲載広告の考え方≫ 

本会は、下記の考え方により掲載広告の取り扱いを行います。 

(1) 公共性を損なう恐れがなく、社会的に信用性と信頼性を持てるものであ

ること 

(2) 発行物の特性や信用に配慮し、著しく害するものでないこと 

(3) 次に掲げるいずれかの項目に該当する広告は、掲載することができません。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）に掲げる風俗営業に該当するもの又はこれに類するもの 

② 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの 

③ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 

  (4) その他、掲載することが不適当と本会会長が認めるもの 

 

２ 掲載料のお支払い 

掲載料のお支払いは、広告を掲載した発行物とともに請求書をお送りいたし

ますので、記載された振込口座等へ指定日までに広告掲載料をお振込みくださ

い。なお、ホームページバナー広告は一括前払いとなります。 

 



 

令和６年度広告掲載予定発行物等一覧 

令和５年１２月１日現在 

 

 地域福祉の情報紙「紙ひこうき」 

主な内容 柏市の地域福祉に関する様々な情報提供及び本会からのお知らせ等 

発行回数 

発行日 
年３回 ／ １日発行（５月，９月，１月） ※１月のみ１５日発行 

発行部数 ２１，５００部（予定） 

紙面 Ａ４判８頁（１，８頁のみフルカラー） 

配布対象 柏市民、市内高齢者施設及び事業所等 

配布方法 行政連絡便により町会等の全戸回覧。その他、公共機関等でも配置 

広告枠 １枠 横４．５㎝×縦５．０㎝（各号の広告枠は全８枠を予定） 

掲載場所 ８頁（最終面）下部 フルカラー 

掲載料 

■一般   (1) １枠１回   ３０，０００円 

(2) 年間（３回） ９０，０００円 

 

■特別会員 (1) １枠１回   ２０，０００円 

(2) 年間（３回） ６０，０００円 

広告原稿 

(提出等) 

御社で作成し、掲載号発行の２ヶ月前までに、メールにて広告デザイ

ンデータを提出ください 

※作成が難しい場合には、ご相談ください 

※ 発行内容（発行部数等）は、状況により変更することがございます 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ホームページバナー 

広告枠等 

■規格等 

(1) 画像規格 横２１３ｐｘ 縦１６０ｐｘ 

(2) 画像形式 ＧＩＦ（動画不可） 

(3) 容 量  １ＭＢ以内 

(4) その他  ＧＩＦアニメーションやフラッシュ等の使用は不可 

■広告の変更（差し替え） 

(1) 年間契約は４回可能 

(2) ２ヶ月以上の契約は１回可能 

設置場所 トップページに３枠 

掲載料 

■一般  (1) １ヶ月の場合   ３０，０００円 

(2) 年間契約    ３５０，０００円 

 

■特別会員(1) １ヶ月の場合   １０，０００円 

(2) 年間契約の場合 １００，０００円 

 

※年間契約は４月～翌３月の１年となります 

広告原稿 

(提出等) 
御社で作成し、メールにてデザインデータ提出をしていただきます 

 


